
令和８年度「台湾との高校生交流事業」実施要項  

 

令和８年４月１日  

                            国際・経済交流課   

 

第１ 目的 

 本 県 と 協 定 を 締 結 して い る 台 湾 新 竹 県 ・ 桃 園 市 ・ 台 中 市 等 と の 交 流 を 深 化 さ せ る と と も

に 、 本 県 の 魅 力 の 効 果 的 な 発 信 を 行 う こ と に よ り 、 交 流 の 担 い 手 の 育 成 を 図 り 、 も って 将

来 の 観 光 誘 客 の 礎 を つ く る 。  

 

第２ 事業概要  

  第 １ の 目 的 の た め に 、 同 一 年 度 内 に 宮 崎 か ら 台 湾 へ の 派 遣 、 台 湾 か ら 宮 崎 へ の 受 入 の 両

方 を 通 じ た 交 流 （ 以 下 「 相 互 交 流 」 と い う 。）、 又 は 今 後 の 相 互 交 流 に 繋 げて い く た め に 、

そ の い ず れ か を 通 じ た 交 流 （ 以 下 「 片 側 訪 問 交 流 」 と い う 。） を 行 う 団 体 に 対 して 補 助 金

を 交 付 す る 。  

 ま た 、 台 湾 と の 往 来 が 困 難 で あ る 場 合 は 、 今 後 の 相 対 す る 交 流 に 繋 げて い く た め の オ ン

ラ イ ン で の 交 流 （ 以 下 「 オ ン ラ イ ン 交 流 」 と い う 。） を 行 う 団 体 に 対 して 補 助 金 を 交 付 す

る 。  

 

第３ 事業実施団体及び補助対象団体  

 １  事 業 実 施 団 体 は 、 次 に 掲 げる も の と す る 。  

 （ １ ） 宮 崎 側  

    県 内 の 高 等 学 校 、 中 等 教 育 学 校 後 期 課 程 、 特 別 支 援 学 校 高 等 部 及 び 高 等 専 門 学 校

（ １ ～ ３ 年 次 ）（ 以 下 「 高 等 学 校 等 」 と い う 。） の 教 員 、 生 徒 で 構 成 す る 任 意 の 団

体  

 （ ２ ） 台 湾 側  

    台 湾 新 竹 県 及 び 桃 園 市 等 の 高 級 中 等 学 校 等 （ 以 下 「 高 級 中 等 学 校 等 」 と い う 。）

の 教 員 、 生 徒 で 構 成 す る 任 意 の 団 体  

 ２  補 助 対 象 と な る 団 体 は 、 相 互 交 流 又 は 片 側 訪 問 交 流 を 行 う 場 合 は 上 記 １ の 双 方 の 団

体 と し 、 オ ン ラ イ ン 交 流 を 行 う 場 合 は 上 記 １ の （ １ ） の 団 体 の み と す る 。  

 

第４ 交流の内容 

 交 流 は 、 次 に 掲 げる も の を 行 う も の と す る 。  

 １  相 互 交 流  

 （ １ ） 同 一 年 度 内 に 宮 崎 か ら 台 湾 へ 高 等 学 校 等 の 生 徒 の 派 遣 、 台 湾 の 高 級 中 等 学 校 等 の

生 徒 の 宮 崎 受 入 を 通 じ た 相 互 交 流  

 （ ２ ） 台 湾 派 遣 時 に 、 高 等 学 校 等 の 生 徒 か ら 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 に 宮 崎 観 光 の 魅 力 等

の 効 果 的 な ア ピ ー ル  

 （ ３ ） 宮 崎 受 入 時 に 、 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 の 県 内 観 光 地 視 察 及 び 学 校 交 流  

 ２  片 側 訪 問 交 流  

 （ １ ） 今 後 の 相 互 交 流 に 繋 げて い く た め に 、 宮 崎 か ら 台 湾 へ 高 等 学 校 等 の 生 徒 の 派 遣 、

又 は 台 湾 の 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 の 宮 崎 受 入 を 通 じ た 交 流  

 （ ２ ） 台 湾 に 派 遣 す る 場 合 に あ って は 、 高 等 学 校 等 の 生 徒 か ら 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 に

宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の 効 果 的 な ア ピ ー ル  



 （ ３ ） 宮 崎 に 受 け 入 れ る 場 合 に あ って は 、 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 の 県 内 観 光 地 視 察 及 び

学 校 交 流  

 ３  オ ン ラ イ ン 交 流  

 （ １ ） 今 後 の 相 対 す る 交 流 に 繋 げて い く た め に 、 台 湾 の 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 と の オ ン

ラ イ ン で の 交 流  

 （ ２ ） 高 等 学 校 等 の 生 徒 か ら 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 に 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の 効 果 的 な ア ピ

ー ル  

 

第５ 募集、選定及び補助金の交付決定  

 １  県 は 、 事 業 の 実 施 に あ た り 、 県 内 の 高 等 学 校 等 に 事 業 実 施 募 集 を 行 う も の と す る 。  

 ２  事 業 の 実 施 を 希 望 す る 宮 崎 県 側 の 高 等 学 校 等 は 、 次 に 掲 げる 書 類 を 、 別 に 定 め る 日

ま で に 県 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ １ ） 事 業 実 施 申 込 書 （ 様 式 第 １ 号 ）  

 （ ２ ） 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 （ ３ ） 収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

 ３  応 募 は 、 学 校 単 位 を 原 則 と し 、 相 互 交 流 又 は 片 側 訪 問 交 流 に お い て は 、 １ 校 あ た り

の 参 加 者 （ 教 員 及 び 生 徒 ） は １ ０ 名 以 上 と す る 。 な お 、 複 数 校 で 応 募 す る 場 合 は 、 合

計 で １ ０ 名 以 上 の 参 加 を 必 要 と す る 。  

 ４  県 は 、 上 記 ２ の 提 出 が あ っ た と き は 、 実 施 意 欲 、 事 業 目 的 と の 整 合 性 、 事 業 の 新 規

性 ・ 継 続 性 ・ 波 及 効 果 ・ 地 理 的 バ ラ ン ス 、 実 現 可 能 性 等 を 考 慮 の 上 、 事 業 実 施 候 補 校

を 選 定 す る 。 ま た 、 ２ の 高 等 学 校 等 に 選 定 結 果 を 通 知 す る も の と す る 。  

 ５  県 は 、 交 流 相 手 校 が 決 ま って い な い 事 業 実 施 候 補 校 を 選 定 し た 場 合 に は 、 台 北 駐 福

岡 経 済 文 化 弁 事 處 等 に 、 事 業 の 実 施 を 希 望 す る 台 湾 新 竹 県 及 び 桃 園 市 等 の 高 級 中 等 学

校 等 と の 斡 旋 を 依 頼 す る 。  

 ６  上 記 ４ の 規 定 に よ り 選 定 を 受 け た 事 業 実 施 候 補 校 内 の 任 意 の 団 体 、 及 び 相 互 交 流 又

は 片 側 訪 問 交 流 に お い て そ の 交 流 相 手 校 と な る 台 湾 の 高 級 中 等 学 校 等 内 の 任 意 の 団 体

は 、 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 ３ ９ 年 宮 崎 県 規 則 第 ４ ９ 号 ） 及 び 「 台 湾 と の

高 校 生 交 流 事 業 」 補 助 金 交 付 要 綱 （ 令 和 元 年 ５ 月 ２ １ 日 宮 崎 県 国 際 ・ 経 済 交 流 課 定

め ） の 規 定 に 基 づ き 、 次 に 掲 げる 書 類 を 別 に 定 め る 日 ま で に 県 に 提 出 す る も の と す

る 。  

（ １ ） 補 助 金 交 付 申 請 書 （ 補 助 金 等 の 交 付 に 関 す る 規 則 様 式 第 １ 号 ）  

 （ ２ ） 事 業 計 画 書 （ 様 式 第 ２ 号 ）  

 （ ３ ） 収 支 予 算 書 （ 様 式 第 ３ 号 ）  

 （ ４ ） 補 助 金 の 交 付 を 申 請 し よ う と す る 団 体 の 定 款 又 は 規 約  

 ７  県 は 、 上 記 ６ の 書 類 の 提 出 が あ っ た と き は 、 補 助 金 交 付 の 適 否 を 判 断 し 、 選 定 を 受

け た 事 業 実 施 候 補 校 内 の 任 意 の 団 体 に 通 知 す る も の と す る 。  

 

第６ 募集要項  

 県 は 、 各 年 度 の 事 業 の 実 施 に 当 た り 、 台 湾 と の 高 校 生 交 流 事 業 募 集 要 項 を 作 成 す る 。  

 

第７ 対象事業の条件等 

 （ １ ） 交 流 の 分 野 は 特 に 問 わ な い が 、 本 県 と 台 湾 新 竹 県 及 び 桃 園 市 等 と の 将 来 に わ た る

交 流 の 継 続 ・ 拡 大 に 資 す る も の と す る 。  

 （ ２ ） 同 一 年 度 内 に 宮 崎 か ら 台 湾 へ の 派 遣 、 台 湾 か ら 宮 崎 へ の 受 入 の 両 方 を 行 う か 、 又



は そ の い ず れ か を 行 う こ と 。 な お 、 片 側 訪 問 交 流 の 選 定 に 当 た って は 、 今 後 の 相 互

交 流 に 繋 が る も の を 優 先 す る 。  

 （ ３ ） 台 湾 へ 派 遣 し た 際 に は 、 学 校 交 流 に お い て 、 宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の プレ ゼ ン テ ー シ

ョ ン を 行 う こ と 。  

 （ ４ ） 宮 崎 へ 受 け 入 れ た 際 は 、 高 級 中 等 学 校 等 の 生 徒 が 県 内 観 光 地 視 察 、 学 校 交 流 を 行

う こ と 。  

 （ ５ ） 台 湾 と の 往 来 が 困 難 で あ る 場 合 の 代 替 措 置 と して オ ン ラ イ ン 交 流 を 行 う 場 合 は 、

宮 崎 観 光 の 魅 力 等 の プレ ゼ ン テ ー シ ョ ン を 行 う こ と 。  

 

第８ 補助金の交付 

 実 績 報 告 後 、 確 定 し た 額 を 事 業 実 施 団 体 が 指 定 し た 口 座 に 振 り 込 む 。  

 

第９ その他 

 こ の 要 項 は 、 令 和 ８ 年 度 の 予 算 に 係 る 台 湾 と の 高 校 生 交 流 事 業 か ら 適 用 す る 。  

 


